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鯖江市議会会議規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 
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提案理由 

 本会議において、発言の通告をしない者が発言の許可を求めるとき、および本会議また

は委員会において、議長または委員長が表決または簡易表決を採ろうとするときに行う

「起立」の行為について、起立困難な事案が生じることを想定して見直しを行いたいの

で、この案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鯖江市議会規則第  号  

鯖江市議会会議規則の一部を改正する規則  

鯖江市議会会議規則（昭和４４年鯖江市議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

第５２条第３項中「２人以上起立して」を「２人以上が」に、「先起立者」

を「先に発言を求めた」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次

の１項を加える。  

３  前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、起立に代

えて、議長が指定する方法により発言を求めることを許可することができ

る。  

第７０条の見出しを「（表決）」に改め、同条第２項中「議長が起立者の多少

を認定し難いとき」を「前２項に規定する方法による表決において多少を認定し難い

とき、」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２  前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、起立に代

えて、議長が指定する方法により表決を採ることができる。  

第７６条中「起立の方法」を「第７０条に規定する方法」に改める。  

第１２９条の見出しを「（表決）」に改め、同条第２項中「委員長が起立者の

多少を認定し難いとき」を「前２項に規定する方法による表決において多少を認定し

難いとき、」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２  前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、起立に

代えて、委員長が指定する方法により表決を採ることができる。  

第１３５条中「起立の方法」を「第１２９条に規定する方法」に改める。  

   附  則  

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 


